
岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成21年10月19日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第56号 

   岩手県立学校設置条例の一部を改正する条例 

 岩手県立学校設置条例（昭和32年岩手県条例第11号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１  （高等学校）  （高等学校） 

 第２条 県立の高等学校を次のとおり設置する。 第２条 県立の高等学校を次のとおり設置する。 

  名 称 区 分 課程等 学 科 位 置   名 称 区 分 課程等 学 科 位 置  

  ［略］    ［略］  

   ［略］   岩手県立宮古高等  ［略］  

  

岩手県立宮古高等

学校 川井校  ［略］  ［略］ 下閉伊郡

川井村 

  学校 川井校  ［略］  ［略］ 宮古市  

   ［略］    ［略］  

   

２  （高等学校）  （高等学校） 

 第２条 県立の高等学校を次のとおり設置する。 第２条 県立の高等学校を次のとおり設置する。 

  名 称 区 分 課程等 学 科 位 置   名 称 区 分 課程等 学 科 位 置  

  ［略］    ［略］  

   全日制 生産科学科  ［略］       ［略］  

   全日制 農業活用科         

  

岩手県立盛岡農業

高等学校 

 全日制 植物科学科    

岩手県立盛岡農業

高等学校 

 全日制 植物科学科   

    全日制 森林科学科          

    全日制 環境科学科      全日制 環境科学科   

    全日制 動物科学科      全日制 動物科学科   

    全日制 生物工学科          



    全日制 食品科学科      全日制 食品科学科   

    全日制 生活福祉科          

    全日制 人間科学科      全日制 人間科学科   

    特別専攻

科 

農業科      特別専攻

科 

農業科   

   全日制 機械科  ［略］    全日制 機械科  ［略］  

  

岩手県立盛岡工業

高等学校  全日制 電気科    

岩手県立盛岡工業

高等学校  全日制 電気科   

    全日制 電子機械科      全日制 電子機械科   

    全日制 電子情報科      全日制 電子情報科   

    全日制 工業化学科      全日制 工業化学科   

    全日制 土木科      全日制 土木科   

    全日制 建築科          

    全日制 デザイン科          

    全日制 建築・デザイン科      全日制 建築・デザイン科   

    定時制 工業科      定時制 工業科   

  岩手県立盛岡商業  全日制 流通ビジネス科  ［略］   岩手県立盛岡商業  全日制 流通ビジネス科  ［略］  

  高等学校  全日制 国際ビジネス科    高等学校      

    全日制 会計ビジネス科      全日制 会計ビジネス科   

    全日制 情報ビジネス科      全日制 情報ビジネス科   

   ［略］    ［略］      

  岩手県立黒沢尻工

業高等学校 

 ［略］   岩手県立黒沢尻工

業高等学校 

 ［略］  

   全日制 普通科 花巻市     

  

岩手県立東和高等

学校        

 

 

  岩手県立西和賀高

等学校 

 ［略］   岩手県立西和賀高

等学校 

 ［略］  

   ［略］   ［略］      



  岩手県立金ケ崎高  ［略］   岩手県立金ケ崎高  ［略］  

  等学校    等学校   

   全日制 普通科 奥州市     

  

岩手県立胆沢高等

学校        

 

 

  岩手県立岩谷堂高

等学校 

 ［略］   岩手県立岩谷堂高

等学校 

 ［略］  

   ［略］    ［略］   

   全日制 普通科  ［略］    全日制 普通科  ［略］  

  

岩手県立高田高等

学校  全日制 情報処理科    

岩手県立高田高等

学校      

    全日制 水産技術科          

    全日制 海洋システム科      全日制 海洋システム科   

    全日制 家政科          

   ［略］    ［略］  

   全日制 農芸科学科  ［略］    全日制 農芸科学科  ［略］  

  

岩手県立大船渡東

高等学校  全日制 機械科    

岩手県立大船渡東

高等学校  全日制 機械科   

    全日制 電気電子科      全日制 電気電子科   

    全日制 建設工学科          

    全日制 情報処理科      全日制 情報処理科   

    全日制 食物科          

    全日制 食物文化科      全日制 食物文化科   

   ［略］    ［略］  

  本校 ［略］    

  

岩手県立遠野高等

学校 情報ビジ

ネス校 

全日制 情報ビジネス科 遠野市   

岩手県立遠野高等

学校 

  ［略］ 

 

   ［略］    ［略］  

  岩手県立宮古高等 本校 ［略］   岩手県立宮古高等  ［略］  

  学校 川井校 全日制 普通科 宮古市   学校    

 



   ［略］    ［略］  

   ［略］   ［略］  

  長内校 ［略］   長内校  ［略］  

  

岩手県立久慈高等

学校 

山形校 全日制 普通科 久慈市   

岩手県立久慈高等

学校 

   

   ［略］    ［略］  

   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この条例は、平成22年４月１日から施行する。ただし、表１の項の改正部分は、同年１月１日から施行する。 
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